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高島市高島Ｂ＆Ｇ海洋センター業務仕様書 

 

１ 管理業務に関する基本的な考え方 

 ⑴ 施設の効用を最大限に発揮することができるよう、設置目的に沿って適

切な管理運営を行うこと。 

 ⑵ 利用者の意見、要望を管理業務に反映し、サービスの向上を図ること。 

 ⑶ 特定の個人または団体に対して、有利または不利になるような取扱いを

しないこと。 

 ⑷ 効率的かつ効果的な管理業務を行い、経費の縮減に努めること。 

 ⑸ 利用者の安全に配慮し、事故防止に努めること。 

 ⑹ 市との協働の考え方に基づき、教育委員会と密接な連携を図りながら管

理運営を行うこと。 

 ⑺ 地方自治法、高島市高島Ｂ＆Ｇ海洋センターの設置および管理に関する

条例（以下「条例」という。）その他関係法令等を遵守すること。 

 

２ 指定管理者が行う業務の範囲等 

⑴ 施設の運営に関する業務（インボイス制度への対応を含む） 

 ① 青少年の健全育成ならびに住民の健康および福祉の増進のために必要

な各種スポーツ、レクリエーション、研修会、教室等の開催とその指導

に関する業務 

   ・水泳教室（競泳） 

  ・施設の特徴を活かし、市民のニーズを捉えた下記のようなスポーツプ

ログラムの提供（年間５プログラム以上、１プログラムあたり１～２

時間程度、月１回以上を基本とする。） 

    Ａ 青少年が様々なスポーツに接することができるプログラム 

    Ｂ 子育て世代や勤労者が参加しやすいプログラム 

    Ｃ 体力に応じて楽しめるプログラム 

② 海洋センターの利用促進に関する業務 

  ・施設のホームページの作成、更新 

  ・施設案内のパンフレットやイベント情報リーフレット等の作成、配布 

  ・報道機関への情報提供 

  ・施設の事業報告、事業概要、施設の業務等を紹介する資料の作成・配

布またはホームページでの公開 

③ 施設の提供に関する業務 

  ア 公共施設予約システム（以下、「予約システム」という。）等による施

設の利用申請の受付、利用承認等に関すること 
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・予約システムの利用者登録（市の所管する他施設関連を含む） 

・予約システムによる利用申請の登録、承認 

・予約システム登録内容の修正、削除 

・窓口申請分の受付、承認、予約システムへの登録 

・予約システムの利用案内、設定管理 

    ○施設の申し込み期日の基本的な考え方 

     市内スポーツ施設の公平性を保つため、施設の予約の受け付け

は、使用希望日の３ヶ月前に該当する日の属する月の初営業日

を基本とします。 

イ 利用料金に関すること 

  ・条例の範囲内で、市長の承認を得て利用料金の設定 

・利用料金の施設内への掲示 

・市長の承認を得て利用料金の減免 

・利用料金の収受、還付等 

ウ 施設利用にあたってのサービス、指導等に関すること 

  ・施設の利用案内（利用上の注意等含む。） 

  ・利用者への施設、備品の貸出、利用支援 

  ・高齢者、障がい者等に対する配慮 

エ 利用者の安全確保等に関すること 

  ・施設内の巡回、監視等 

  ・盗難事故、事件等の防止措置 

  ・災害時の避難誘導等 

  ・負傷者、急病人への対応 

オ トラブル対応に関すること 

・利用者からの要望、苦情、トラブル等に対する迅速、適切な処理 

・トラブル等の教育委員会への報告 

カ その他庶務事務に関すること 

  ④ Ｂ＆Ｇ財団に関する業務 

    ・Ｂ＆Ｇ財団が実施する事業への協力 

    ・近畿ブロック、滋賀県地域海洋センター連絡協議会への事業協力 

 

 ⑵ 施設および設備の維持管理に関する業務 

   海洋センターを適切に運営するため、日常的に点検を行い、良好な状態を

維持し、かつ美観を維持してください。また、施設を安全かつ安心して利用

できるよう施設の保全に努めてください。 

  ① 施設および設備の保守点検に関する業務 



3 

・施設を常に良好な状態に保ち、快適で安全な利用環境を保持し、財産の

保全と利用者および職員の安全確保を図ることが求められます。この

ため、建物および設備について、関係法令に従い必ず保守点検を行うほ

か、施設の破損および汚損に対する予防保全に努め、日常の点検を行っ

てください。なお、関係法令等により保守点検が必要なものは、次のと

おりです。 

     ・消防用設備保守点検業務 

     ・高圧受電設備保守点検業務 

     ・高圧ガス設備保守点検業務 

     ・プール水水質検査業務 

     ・自動ドア保守点検業務 

     ・空調設備保守点検業務 

     ・水質管理装置保守点検業務 

     ・ろ過循環ポンプ類保守点検業務 

     ・ヒートポンプチラー保守点検業務 

   ・施設に不具合を発見した場合は、速やかに教育委員会に報告するものと

し、特に利用者に即座に影響を及ぼす不具合については施設の運営に

支障をきたさないよう直ちに保全措置をし、その結果について教育委

員会に報告してください。 

   ・管理運営業務の実施に伴い、施設の改善や設備投資を行う必要があると

認めるときは、必ず事前に教育委員会と協議してください。 

 

  ② 施設の清掃に関する業務 

    施設の良好な衛生環境、美観の維持に心掛け、公共施設として快適な空

間を保つために以下の清掃業務を実施してください。 

   ア 日常清掃 

     施設および設備については、以下の日常清掃を行い、利用者が気持ち

よく利用できる状態を保つこと。 

     ・床面の掃き掃除、拭き掃除 

     ・テーブル、イス、ガラス、下駄箱、器具、ロッカーなど拭き上げ 

     ・洗面台の清掃、ごみの回収 

     ・プール、トイレ、浴室、シャワー室の清掃 

     ・構内通路、駐車場、駐輪場の掃き掃除、除草 

   イ 定期清掃 

     ・床洗浄、ワックス塗布（年２回） 



4 

     ・体育館の床面保護材塗布（年１回） 

     ・ガラス清掃（年１回） 

   ウ 緑地維持管理 

     ・樹木（高木、中木、低木） 

       病害虫防除、施肥、剪定（いずれも年１回程度） 

     ・除草（低木） 

       人力除草（年３回程度） 

   エ 廃棄物の処理 

     廃棄物については、法令等に従い適切に処理してください。 

 

  ③ その他の維持管理 

   ア 日常管理 

     指定管理者は、休館日および開館時間外を除き、日常管理業務を行う

ため海洋センターに必要な要員を常駐させてください。なお、業務の実

施にあたっては、業務要領等を作成し円滑な運営に努めてください。 

   イ 保安警備 

     海洋センターの防犯、防火及び防災に万全を期し、利用者が安心して

利用できる環境を確保してください。 

     なお、海洋センターの休館日および開館時間外については、機械警備

による防犯サービスを利用するなど適切な防犯対策を講じてください。 

   ウ 損傷等の修繕 

     施設、設備、または備品等の損傷等について、経年劣化によるもの（１

件あたり６０万円未満のもの）、第三者の行為から生じたもので、相手

方が特定できないもの（１件あたり６０万円未満のもの）、または指定

管理者の管理運営上の瑕疵によるものの場合、教育委員会にすみやか

に報告するとともに、教育委員会が不要と認めないかぎりにおいては

指定管理者により迅速に修繕を行ってください。 

 

 ⑶ その他施設の設置の目的を達成するために必要な業務 

① 組織および人員配置 

 ア 人員配置 

管理業務を実施するために必要な業務執行体制を整備するとともに、

労働基準法を遵守し、管理業務を効率的に行うための適正な人数の職員

を配置してください。 

各業務おける責任体制を確立し、総括責任者を常勤させてください。 

職員の資質向上のため研修を実施するとともに、施設の管理運営に必
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要な知識、技能、技術の習得に努めてください。問い合わせや施設見学

等について、適切な対応を行ってください。 

施設の管理運営を行う上で必要な次の資格を有する職員を配置してく

ださい。 

〇甲種防火管理者 

〇プール衛生管理者 

〇Ｂ＆Ｇ海洋性レクリエーション指導員の配置に関する基準（５類）に

より必要な資格（Ｐ１３参照） 

（有資格者がいない場合は直近の研修会に参加し、必ず取得してくだ

さい。） 

・アドバンストインストラクター 

・アクアインストラクター 

・インストラクター又はリーダー １０名以上 

〇健康運動指導士もしくは健康運動実践指導士 

〇水泳教師もしくは水泳コーチ 

〇救護員（公的な機関または公益法人が開催する実地訓練を伴う次の講

習を受講した者、実施機関の定める有効な期間内であること。） 

 ・消防署が開催する救急講習 

 ・日本赤十字社各都道府県支部が開催する救急法講習 

 ・日本ライフセービング協会が開催する蘇生法講習会 

 ・日本赤十字社各都道府県支部が開催する水上安全講習会 

〇体育施設管理士公認スポーツ施設管理士（配置することが望ましい） 

イ 勤務態勢 

職員の勤務態勢は、施設の管理業務に支障がないよう配慮するとと

もに、利用者の要望に応えるよう努めてください。 

 

  ② 施設事業計画書および管理業務収支計画書の作成 

毎年度１０月末までに、次年度の施設事業計画書、管理業務収支計画書、

自主事業計画書等を作成し、提出してください。これらについて、指定管

理者と教育委員会で内容確認等その他必要な協議を行います。 

 

  ③ 指定管理者事業報告書の作成 

   ア 月次事業報告書 

毎月終了後、利用者数、利用料金収入といった利用状況に係る統計、

施設の運営状況、自主事業の実施状況、施設の維持管理の状況等につい

て月次事業報告書を作成していただきます。 
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   イ 年度事業報告書 

毎年度終了後、６０日以内に次に掲げる事項を記載した指定管理者事

業報告書（高島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する

条例施行規則（平成１８年高島市規則第４５号）様式第７号）を提出し

てください。 

・管理業務の実施状況 

・利用状況および利用拒否等の件数とその理由 

・利用料金の収入実績 

・管理経費の収支状況（収支決算書等） 

・その他市長が必要と認めるもの 

 

  ④ 物品の管理等 

   ア 指定管理者は、市に帰属する物品を、施設の管理業務の範囲内で無償

で使用することができます。 

   イ 指定管理者は、市に帰属する物品の使用および保管について、善良な

る管理者注意義務を持って管理してください。 

   ウ 指定管理者は、市に帰属する物品を毀損滅失したときは、教育委員会

との協議により、必要に応じてこれを弁償または自己の費用で購入ま

たは調達してください。 

   エ 指定管理者は、サービス向上等を目的に自己の負担により備品等を

購入または調達できるものとします。ただし、購入または調達にあたっ

ては、事前に教育委員会と協議してください。 

   オ 指定管理者は、指定期間中、施設の備品を管理運営業務の遂行のため

にのみ使用するものとし、第三者に権利を譲渡し、または施設での利用

以外の目的で貸与してはなりません。 

 

  ⑤ 緊急時の対応に関すること 

・防災、防犯、事故等の予防のため、あらかじめ具体的な予防計画を作  

成するなど、防災等の体制を整備してください。また、防火管理者を選

任したうえで消防計画書を作成し、所轄の消防署に提出してください。 

   ・災害、事件、事故、急病等の緊急事態に備え、あらかじめ緊急時の対応

マニュアルを作成し、職員に対して必要な訓練を実施してください。な

お、緊急事態が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じ、教育委員

会を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報してください。 

   ・地震等の災害発生時には、緊急避難所等として施設に協力を求めること

がありますので、これに協力するよう努めてください。 
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  ⑥ 事故等への対応・損害賠償に関すること 

    指定管理者は、施設で発生した事故等への損害賠償等の対応について 

は、次のとおり義務を負います。 

・指定管理者の責めに帰すべき事由により、施設（市）や第三者に損害を

与えた場合は、指定管理者においてその損害を賠償しなければなりませ

ん。 

・指定管理者は、施設の利用形態や事業の実施内容から事故等が発生する

危険性を考慮し、必要と判断される場合は、損害保険会社により提供さ

れている施設損害賠償保険に加入し、当該保険金により損害賠償責任に

対応してください。 

・施設損害賠償保険を付保する場合は、その補償額は、下記の額を参考と

してください。 

・対人賠償  １名につき１億円  １事故につき１０億円 

・対物賠償  １事故につき２，０００万円 

 

  ⑦ 個人情報の保護および守秘義務に関すること 

   ア 指定管理者は、管理運営業務を実施するための個人情報の取扱いに

ついては、個人情報の保護に関する法律の規定を遵守し、「個人情報取

扱特記事項」を遵守しなければなりません。 

   イ 個人情報保護の体制を整備し、職員への周知・徹底を図ってください。 

   ウ 利用者の団体登録や自主事業等の実施に際して利用者から個人情報

を取得する場合は、必要最小限のものとし、その取扱いについては、十

分注意するとともに、職員に対して必要な研修等を実施してください。 

   エ 指定管理者は、管理運営業務の実施により知り得た秘密および市の

行政事務等で一般に公開されていない情報を外部へ漏らし、または他

の目的に使用してはなりません。 

   オ 指定管理者は、管理運営業務の一部を第三者に委託し、または請け負

わせる場合は、その委託先または請負先に対しても、ここに規定する個

人情報の保護と守秘義務について遵守するよう第三者に求めなければ

なりません。 

 

  ⑧ 管理運営の改善に関すること 

   ア 利用者アンケートその他の方法により年１回以上利用者ニーズの把

握と利用者サービスの向上に努めてください。 

イ 利用状況等の動向を分析し、必要な運営の見直しを行う等により、利
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用者数の拡大や稼働率の向上等、施設の利用促進に努めてください。 

 

  ⑨ 管理運営業務の評価 

   ア 自己評価 

     指定管理者は、自らの管理運営の状況が利用者のニーズに合致する

ものになっているか確認するため、利用者アンケートの結果や利用者

からの意見・要望等を踏まえ、自己評価を行うとともに、その結果に基

づき、必要に応じて管理運営業務の改善策を検討し、速やかに実行して

ください。自己評価の結果、管理運営業務の改善結果については、教育

委員会に報告してください。 

   イ 教育委員会の評価 

     教育委員会は、指定管理者が行う管理運営業務が募集要項や業務仕

様書で提示している水準を満たしているか、また、指定管理者が提出し

た施設事業計画書に沿った管理運営業務を実施できているか等を確認

するため、年度事業報告書、実地調査、ヒアリング等により評価を実施

します。評価の観点は、次のとおりです。 

   ・事業、業務の履行状況 

    ・事業の実施状況 

    ・施設の管理状況 

    ・歳入歳出の状況 

   ウ 評価に基づく改善の指示等 

     評価の結果、指定管理者による管理運営業務が必要な条件を満たし

ていない場合、教育委員会は指定管理者に対して業務の改善を指示し

ます。指定管理者は、業務の改善指示を受けた場合は、教育委員会に対

して改善策を提示するとともに、速やかにこれを実行し、その結果を報

告してください。 

     教育委員会の改善指示に従わない場合、改善策を実行しても業務内

容に改善が見られないと認める場合、その他指定管理者による管理を

継続することが適当でないと認められるときは、市は、指定管理者の指

定を取り消し、もしくは期間を定めて管理運営業務の全部または一部

の停止を命じることがあります。 

 

  ⑩ 指定管理業務の開始前に行う手続き等 

   ア 協定項目についての協議 

イ 利用料金等の設定 

ウ 配置する職員等の確保、研修等 
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エ 業務に関する各種規定の作成、協議 

オ 前指定管理者との事務事業の引き継ぎ 

 

３ 開業準備および業務の引継ぎ 

⑴ 指定管理者は、指定期間の開始日に先立ち、管理運営業務の実施に必要な

人材および資格者を確保し、必要な研修等を実施してください。なお、必要

と認める場合は、施設の視察を申し出ることができます。 

⑵ 管理運営業務を遂行するために許認可が必要となる場合は、指定管理者

の責任と費用において取得してください。 

⑶ 施設の管理運営業務に必要となる各種申請様式等を作成し、教育委員会

の確認を受けてください。 

⑷ 現指定管理者との引継ぎは、指定管理者としての指定後、指定期間の開始

日までの間において日程調整のうえ実施してください。 

⑸ 管理運営業務の開始にあたっては、現に施設を利用している利用者、利用

団体等の利用の継続性を妨げることがないよう配慮してください。 

⑹ 指定管理者は、指定期間が終了するときは、次期指定管理者が円滑かつ支

障なく施設の管理運営業務を遂行できるよう引継ぎを行っていただきます。 

⑺ 指定管理者は、指定期間の終了までに、指定期間の開始日を基準に管理物

件を原状に回復して、明け渡さなければなりません。ただし、教育委員会が

認める場合には、管理物件の原状回復は行わず、教育委員会が指示する状態

で管理物件を明け渡すことができるものとします。 

 

４ 管理業務を実施するにあたっての留意事項 

  管理運営業務を実施するにあたっては、次の項目に留意してください。 

 ⑴ 公平性の確保、人権の尊重 

  ア 公の施設であることを常に念頭において、公平・公正な運営を行うこと

とし、特定の利用者、団体等に有利または不利になる取扱いをしてはなり

ません。 

  イ 施設の管理運営にあたっては、利用者の人権尊重を基本としてくださ

い。また、職員に対して、必要な指導・研修等を行ってください。 

⑵ 市の施策への協力、関連施設・機関等との連携 

 ア 市の施策としての事業に積極的に協力するよう努めてください。 

 イ 市内の他の関連施設・機関等との連携により、効果的・効率的な運営が

できるよう努めてください。 

 ウ 教育委員会が出席を要請する会議には出席してください。また、関係機

関との連絡調整を図るため、必要に応じて連絡調整会議等を開催してく
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ださい。 

 エ 施設の環境マネジメントシステムの運用における必要な記録（法定点

検、施設点検等）の報告を行ってください。 

 ⑶ その他 

  ア 職員の雇用にあたっては、労働基準法その他の労働関係法令を遵守し

てください。 

  イ 施設あての文書類は、収受印を押し、内容ごとに適正に管理してくださ

い。 

  ウ 他の地方公共団体の職員等による視察、見学等については、原則として

指定管理者が対応してください。 

 

５ その他留意事項 

  ⑴ 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定・要綱等を作成または改

定するときは、教育委員会と協議を行ってください。 

⑵ この仕様書に規定するものの他、指定管理者の業務内容および処理に

ついて定めのない事項または疑義が生じた場合については、指定管理者

と教育委員会が協議し決定するものとします。 
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個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１ 乙は、この協定による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっ

ては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのな

いように、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「法」

という。）その他関係法令を遵守し、適切に取り扱わなければならない。 

 （保守及び管理の主体） 

第２ この協定による業務を処理するための個人情報の保有及び管理の主体は、

乙とする。ただし、甲及び乙が相互に協議の上、別に定めを置くときは、この

限りでない。 

（秘密の保持） 

第３ 乙は、この協定による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに

他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この協定が終了し、又

は解除された後においても、また同様とする。 

（適正な管理） 

第４ 乙は、この協定による業務を処理するための個人情報の漏えい、滅失、改

ざん、毀損等の防止その他個人情報の適切な管理のために、法その他関係法令

に基づき、安全管理措置を講じなければならない。 

２ 乙は、前項の措置に係る規定等を整備するとともに、管理責任者及び業務従

事者の管理体制及び実施体制並びにこの協定による業務を処理するための個

人情報の管理の状況に係る自己点検に関する事項等の必要な事項を定め、甲

から報告を求められた場合は、書面により甲に通知しなければならない。 

（従事者への監督及び教育の実施） 

第５ 乙は、この協定による業務の処理に関し、個人情報を取り扱う従事者を明

確にし、当該従事者が本特記事項を遵守するように監督するとともに、在職中

及び退職後においても、この協定による業務に関して知り得た個人情報の内

容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個

人情報の保護に関して必要な事項について、教育及び研修をしなければなら

ない。 

（取得の制限） 

第６ 乙は、この協定による業務を処理するために個人情報を取得するときは、
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業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行

わなければならない。 

（取扱制限） 

第７ 乙は、この協定による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う権

限を有する従事者及びその従事者に付与する権限を必要最小限のものとし、

取り扱う権限を有しない従事者に個人情報の取扱いをさせてはならない。 

（目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第８ 乙は、甲の指示又は承諾がある場合を除き、この協定による業務に関して

知り得た個人情報をこの協定による業務の目的以外の目的で利用し、又は第

三者に提供してはならない。 

（消去等） 

第９ 乙は、この協定による業務を処理するための個人情報又は個人情報が記

録されている媒体（端末及びサーバに内蔵されているものを含む。）が不要と

なった場合は、甲の指示に従い、当該個人情報の復元又は判読が不可能な方法

により当該個人情報の消去又は当該媒体の廃棄を行わなければならない。 

（複製等の制限） 

第 10 乙は、この協定による業務を処理するための個人情報の複製及び送信並

びに個人情報が記録されている媒体の個人情報を取り扱う事務を実施する区

域外への送付又は持ち出しをしてはならない。ただし、甲の指示又は承諾があ

る場合は、この限りでない。 

（委託等の制限） 

第 11 乙は、この協定による業務を処理するための個人情報を自ら取り扱うも

のとし、甲の承諾を得た場合に限り、その取扱いを委託先（委託先が乙の子会

社である場合を含む。）に委託することができる。委託先が再委託を行う場合

を含み（再委託先が委託先の子会社である場合を含む。）、以降もまた同様とす

る。 

（委託先等の安全管理措置） 

第 12 乙は、委託を行う場合は、委託先に対して本特記事項における安全管理

措置を講じさせなければならない。委託先が再委託を行う場合を含み、以降も

また同様とする。 

（資料等の返還等） 

第 13 乙は、この協定による業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙
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自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等（第 10 ただし

書の規定により複製したものを含む。）を、この協定の終了後直ちに甲に返還

し、又は引き渡し、若しくは第９に規定する消去又は廃棄するものとする。た

だし、甲が別に指示したときは、その方法によるものとする。 

 （点検及び実地検査等） 

第 14 乙は、甲から報告を求められた場合は随時に、乙がこの協定による業務

を処理するための個人情報の取扱状況及び本特記事項の遵守状況について点

検を実施し、甲に報告しなければならない。 

 ２ 甲は、乙がこの協定による業務を処理するための個人情報の取扱状況及

び本特記事項の遵守状況について、随時実地により乙に対して検査を行うこ

とができる。 

 ３ 乙がこの協定による業務の処理を委託する場合は、乙を通じて、又は甲に

より前項の検査を実施する。委託先が再委託を行う場合を含み、以降もまた同

様とする。 

 ４ 乙は、前３項に定める点検又は実地検査の結果、甲からこの協定による業

務を処理するための個人情報の取扱いに関して改善を指示された場合は、そ

の指示に従わなければならない。 

 （開示、訂正又は利用停止の請求があった場合の対応） 

第 15 乙は、この協定による業務を処理するための個人情報の開示、訂正又は

利用停止の請求があった場合の対応に関する規程等を整備するとともに、必

要な措置を講じなければならない。 

 （事故発生等における対応） 

第 16 乙は、本特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあること

を知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

 ２ 乙は、本特記事項に違反した者に対し、法令又は内部規程その他関係規程

に基づき厳正に対処しなければならない。 

 （損害賠償） 

第 17 乙は、本特記事項に違反したことにより甲又は第三者に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。 

 （協定の解除） 

第 18 甲は、乙が本特記事項に違反していると認めたときは、この協定を解除

することができる。 
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注１ 「甲」は高島市教育委員会を、「乙」は指定管理者をいう。 

 ２ 指定管理業務の内容に即して、適宜必要な事項を追加するものとする。 
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